
2024年 ９⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

２級 実技試験

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 90分

資産設計提案業務

① 問題⽤紙は試験監督者の指⽰があるまで開けないでください。
② 試験問題は、試験⽤紙と解答⽤紙からなっています。解答はすべて解答⽤紙に記⼊してく
ださい。

③ 解答⽤紙にはあらかじめ受検番号、カナ⽒名が印字されていますので、ご⾃⾝のものかを
確認してから漢字⽒名を記⼊してください。

④ 問題数は40問、解答はすべて記述式です。
⑤ 試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

⑥ 試験問題の内容に関する質問には⼀切お答えできません。
⑦ 問題⽤紙・解答⽤紙に印刷不明瞭や乱丁・落丁があった場合は、お申し出ください。
⑧ 解答⽤紙は試験終了後、回収しますので持ち帰らないでください。問題⽤紙はお持ち帰り
ください。

⑨ 計算機（電卓）は演算機能のみを有するものだけ使⽤できます。関数機能やプログラムの
⼊⼒可能なものは使⽤できません。

⑩ 携帯電話やスマートフォンなどの通信機能を有する機器は電源を切ってカバン等へしまっ
てください（マナーモードも不可）。

⑪ 机の上には受検票、本⼈確認書類、筆記⽤具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴ
ム）、計算機（電卓）以外のものは置かないでください。

⑫ 不正⾏為防⽌のため、試験監督者が持ち物の提⽰を求める場合があります。
⑬ 試験問題の⾳読は慎んでください。
⑭ 試験開始60分経過後は退室できます。ただし、試験時間終了前の10分間は退出できませ
ん。

★ 注 意 事 項 ★



【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニング業

務を⾏ううえで関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの⾏為に関する次の（ア）〜（エ）

の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 弁護⼠の登録を受けていないＦＰが、報酬を得る⽬的で顧客の起こした⾃動⾞事故の交渉代

理⼈となり、過去の判例を引⽤し、法律的な判断に基づく相⼿⽅との⽰談交渉を代⾏した。

(イ) 投資助⾔・代理業の登録を受けていないＦＰが、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価

証券の価値の分析に基づく投資判断に関して助⾔を⾏った。

(ウ) 税理⼠の登録を受けていないＦＰが、⽣前贈与を検討している相談者に対し、有料の相談業

務において、贈与税に関する⼀般的な税法の説明と仮定の事例を⽤いた税額の計算⽅法を解

説した。

(エ) 社会保険労務⼠の登録を受けていないＦＰが、報酬を得て顧客の社会保険に関する申請書類

の作成を代⾏し、申請⼿続きは顧客⾃⾝が⾏った。

問２

消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1． 消費者契約法において「消費者」とは、個⼈（事業としてまたは事業のために契約の当事者

となる場合におけるものを除く）とされており、企業や団体などは含まれない。

2． 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から２年を経過したときは、時効により消

滅する。

3． 事業者の債務不履⾏により消費者に⽣じた損害について、「法令に反しない限り、５万円を上

限として賠償する」という免責条項は、有効である。

4． 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は⼀切できないもの

とします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで

契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。
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【第２問】 下記の（問３）〜（問６）について解答しなさい。

問３

浅⾒さんはＱＡ投資信託を新規募集時に１００万⼝購⼊し、特定⼝座（源泉徴収選択⼝座）で保

有して収益分配⾦を受け取っている。下記＜資料＞に基づき、浅⾒さんが保有するＱＡ投資信託

に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれ

か。

＜資料＞

[ＱＡ投資信託の商品概要（新規募集時）]

投資信託の分類：追加型国内公募株式投資信託

決算および収益分配：年１回

申込価格：１⼝当たり１円

申込単位：１万⼝以上１⼝単位

購⼊時⼿数料（税込み）：

 購⼊⾦額１,０００万円未満 購⼊⾦額に対し３.３０％

 購⼊⾦額１,０００万円以上 購⼊⾦額に対し２.２０％

運⽤管理費⽤（信託報酬）（税込み）：純資産総額に対し年１.７６０％

[浅⾒さんが保有するＱＡ投資信託の収益分配⾦受取時の運⽤状況（１万⼝当たり）]

収益分配前の個別元本：９,２００円

収益分配前の基準価額：１０,０００円

収益分配⾦：１,０００円

収益分配後の基準価額：９,０００円

浅⾒さんが、ＱＡ投資信託を新規募集時に１００万⼝購⼊した際に、⽀払った購⼊時⼿数

料（税込み）は、（ ア ）である。

収益分配時に、浅⾒さんに⽀払われた収益分配⾦のうち、普通分配⾦（１万⼝当たり）は

（ イ ）である。

1． （ア）２２,０００円 （イ）２００円

2． （ア）２２,０００円 （イ）８００円

3． （ア）３３,０００円 （イ）２００円

4． （ア）３３,０００円 （イ）８００円
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問４

安藤さんと井川さんは、下記＜資料＞のとおり、ＱＴ株式会社の株式（以下「ＱＴ株式」という）

を２０２４年１⽉から同年５⽉において毎⽉１５⽇に購⼊した。安藤さんと井川さんのＱＴ株式

の取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、このほかにＱＴ株式の取引

はないものとし、⼿数料および税⾦は考慮しないものとする。また、購⼊株数は正しいものとす

る。

安藤さんは株式累積投資制度で購⼊した。

井川さんは購⼊の都度、単元未満株投資制度で購⼊した。

ＱＴ株式の１単元は１００株である。

ＱＴ株式会社の本決算および議決権の基準⽇は３⽉末⽇である。

ＱＴ株式の期末株主配当⾦は、１株当たり１００円であった。

1． 安藤さんの平均購⼊単価は、井川さんの平均購⼊単価よりも低くなっている。

2． 安藤さんは、２０２４年３⽉に保有株式を指値注⽂で売却することができるが、井川さん

は、２０２４年３⽉に保有株式を指値注⽂で売却することはできない。

3． 安藤さんおよび井川さんは、２０２４年３⽉期の期末株主配当⾦を受け取ることができる。

4． 安藤さんおよび井川さんは、２０２４年に開催される定時株主総会の議決権を持たない。
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問５

下記＜資料＞の特定⼝座（源泉徴収選択⼝座）で保有する外国債券（ゼロクーポン債）につい

て、償還時の償還⾦額の円貨受取額を計算しなさい。なお、計算結果について円未満の端数が⽣

じる場合は切り捨てること。また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこ

と。

＜資料＞

⽶国国債（ゼロクーポン債）

購⼊額⾯：１０,０００⽶ドル

購⼊単価：９０（額⾯１００当たりの価格）

為替レート（１⽶ドル）

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

償還に際して、円貨換算した償還差益の２０％（復興特別所得税は考慮しない）相当額が

所得税・住⺠税として源泉徴収されるものとする。

※
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問６

財形貯蓄制度に関する下表の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる適切な数値を語群の中から選び、

その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。
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１.   ３ ２.   ５ ３.   ７ ４.   ５０ ５.   ５５ ６.   ６０ ７.   ６５

８.   ５００ ９.   ５５０ １０.   ６００

〈語句群〉
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【第３問】 下記の（問７）〜（問１１）について解答しなさい。

問７

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に建物を建てる場合の建築⾯積の最⾼限度を計算しなさ

い。なお、記載のない事項については⼀切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解

答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

＜資料＞
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問８

鶴⾒さんは、ＦＰで税理⼠でもある榎⽥さんに不動産に係る固定資産税について質問をした。下

記の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に

記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

「固定資産税について、教えてください。」

「固定資産税は、（ ア ）が、毎年（ イ ）現在の⼟地や家屋などの所有者に

対して課す税⾦です。」

｢固定資産税には、住宅⽤地についての特例があると聞いています。」

｢⼀定の要件を満たす住宅が建っている住宅⽤地（⼩規模住宅⽤地）には、住宅１

⼾当たり（ ウ ）以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額の（

エ ）とする特例があります。」

問９

伊丹さんは、⾃⾝の居住⽤財産である⼟地・建物の譲渡を予定しており、ＦＰで税理⼠でもある

妹尾さんに居住⽤財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除の特例（以下「本特例」という）

について質問をした。下記＜資料＞に基づく本特例に関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。

＜資料＞

⼟地・建物の所在地：東京都△△区○△１－２－３

取得⽇：２０２２年２⽉１７⽇

取得費：３,５００万円

譲渡価額：４,３００万円

1． 「２０２４年１０⽉３１⽇に伊丹さんが家族と共に居住の⽤に供さなくなった場合、その⽇

から２０２７年１２⽉３１⽇までに譲渡しなければ、本特例の適⽤を受けることはできませ

ん。」

2． 「２０２４年中に譲渡する場合、伊丹さんの２０２４年の合計所得⾦額が２,０００万円を超

えるときは、本特例の適⽤を受けることはできません。」

3． 「２０２４年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの⼦であるときは、本特例の適⽤を受け

ることはできません。」

4． 「２０２４年中に譲渡する場合、伊丹さんが２０２２年に本特例の適⽤を受けていたとき

は、本特例の適⽤を受けることはできません。」
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鶴⾒さん：

榎⽥さん：

鶴⾒さん：

榎⽥さん：

１.   国 ２.   都道府県 ３.   市町村（東京２３区は都） ４.   １⽉１⽇

５.   ４⽉１⽇ ６.   ２００㎡ ７.   ２４０㎡ ８.   ３分の１ ９.   ６分の１

〈語句群〉
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問１０

⽶⽥さんは、相続により取得した家を賃貸するに当たり、ＦＰの⽬⿊さんに借家契約の説明を受

けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる適切な語句

を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよ

いものとする。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

１.   制限はない ２.   公正証書等の書⾯による ３.   公正証書に限る

４.   賃貸⼈に正当事由が認められるときは ５.   賃貸⼈の正当事由の有無にかかわらず

６.   期間の定めのない契約とみなされる ７.   １年の契約期間とみなされる

８.   ２年の契約期間とみなされる

〈語句群〉
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問１１

⼯藤さんは、下記＜資料＞の投資⽤マンションについて購⼊を検討しており、ＦＰの住吉さんに

質問をした。下記＜資料＞に基づく次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わ

せとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については⼀切考慮しないものと

し、計算結果について、⼩数点以下の端数が⽣じた場合は⼩数点以下第３位を四捨五⼊するこ

と。

＜資料＞

購⼊費⽤の総額：２,８００万円（消費税と仲介⼿数料等取得費⽤を含めた⾦額）

想定される賃料（⽉額）：１４０,０００円

運営コスト（⽉額）：

 管理費等 ２３,０００円

 管理業務委託費 ⽉額賃料の５％

想定される固定資産税・都市計画税（年額）：１３０,０００円

「この投資⽤マンションの実質利回りはどれぐらいですか。」

「この投資⽤マンションの実質利回りは、（ ア ）です。」

「購⼊に当たって、ローンを利⽤する場合、ローン返済額は全額必要経費になり

ますか。」

「不動産所得の⾦額の計算上、ローン返済額のうち（ イ ）は必要経費になり

ますが、（ ウ ）は必要経費になりません。」

1． （ア）４.２５％ （イ）元⾦部分 （ウ）利息部分

2． （ア）４.７１％ （イ）元⾦部分 （ウ）利息部分

3． （ア）４.２５％ （イ）利息部分 （ウ）元⾦部分

4． （ア）４.７１％ （イ）利息部分 （ウ）元⾦部分
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⼯藤さん：

住吉さん：

⼯藤さん：

住吉さん：
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【第４問】 下記の（問１２）〜（問１５）について解答しなさい。

問１２

沼⽥吉弘さん（３１歳）が加⼊の提案を受けた⽣命保険の保障内容は下記＜資料＞のとおりであ

る。この⽣命保険に加⼊した場合、次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数値を解答欄に

記⼊しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独⽴した問題であり、相互に影響を与えないものと

する。
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沼⽥さんが、２０２７年１２⽉１０⽇に不慮の事故で死亡し、年⾦受取⼈である妻が収⼊

保障年⾦を毎年年⾦で受け取る場合、保険会社から⽀払われる保険⾦・給付⾦等の合計

は、（ ア ）万円である。

沼⽥さんが、脳卒中により７３⽇間継続して⼊院し、⼊院中に公的医療保険制度の対象と

なる約款所定の⼿術を１回受けた場合、保険会社から⽀払われる保険⾦・給付⾦等の合計

は、（ イ ）万円である。

沼⽥さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒⼦線治療（技術料３１７万

円）を受けた。７⽇間継続して⼊院し、重粒⼦線治療以外の治療は⾏わなかった場合、保

険会社から⽀払われる保険⾦・給付⾦等の合計は、（ ウ ）万円である。

問１３

⽣命保険の指定代理請求特約に関してＦＰの佐久間さんが⾏った次の説明のうち、最も不適切な

ものはどれか。なお、被保険者と保険⾦、給付⾦の受取⼈は同⼀⼈であるものとする。

1． 「⼊院給付⾦や特定疾病保険⾦、⾼度障害保険⾦、リビング・ニーズ特約による保険⾦は、

疾病等により意思表⽰できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請

求⼈が代理請求することができます。」

2． 「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。」

3． 「指定代理請求⼈は保険期間の途中で変更することはできません。」

4． 「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同⼀⼈

の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求⼈が代理請求することができます。」
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問１４

志⽥さんは、下記＜資料＞の普通傷害保険について、携⾏品損害および個⼈賠償責任を補償する

特約を付帯して、⾃⾝を被保険者として加⼊している。下記＜資料＞に基づく補償の対象に関す

る次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については⼀切考慮しない

ものとする。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －12－



1． 志⽥さんが通勤中に、⾃⾝が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携⾏

品損害の補償の対象となる。

2． 志⽥さんが⾃宅で旅⾏の準備中に、⾃⾝が所有する⼀眼レフカメラを誤って落として破損し

た場合、携⾏品損害の補償の対象となる。

3． 志⽥さんが⾃宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通⾏中の他⼈にケガをさせた場合

の法律上の損害賠償責任について、個⼈賠償責任の補償の対象となる。

4． 志⽥さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個⼈

賠償責任の補償の対象となる。
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問１５

横川真史さんが契約している下記＜資料＞の⽣命保険の税務に関する次の説明の空欄（ア）〜

（エ）にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。な

お、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、真史さんの家族構成は以下のとおりであ

り、課税対象となる保険⾦はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

現時点で真史さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保

険⾦の⾮課税限度額は（ ア ）である。

真史さんが、余命３ヵ⽉と医師に診断された場合、定期保険Ａのリビング・ニーズ特約に

より真史さんが受け取る保険⾦は（ イ ）である。

現時点で恵美⼦さんが死亡した場合、終⾝保険Ｂから翔さんが受け取る死亡保険⾦は（

ウ ）である。

養⽼保険Ｃの満期時に真史さんが受け取る満期保険⾦は（ エ ）である。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

養⽼保険Ｃの保険期間は２０年である。※

１.   １,０００万円 ２.   １,５００万円 ３.   ２,０００万円 ４.   ⾮課税

５.   相続税の課税対象 ６.   贈与税の課税対象 ７.   所得税・住⺠税の課税対象

〈語句群〉
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【第５問】 下記の（問１６）〜（問１９）について解答しなさい。

問１６

雑貨店を営む個⼈事業主の池⾕さんは、２０２３年７⽉に⾃動⾞（新⾞）を購⼊し、その⽇から

事業の⽤に供している。購⼊した⾃動⾞に関する内容等が下記＜資料＞のとおりである場合、下

記＜資料＞に基づく池⾕さんの２０２４年分の所得税における事業所得の⾦額の計算上、必要経

費に算⼊すべき減価償却費の⾦額として、正しいものはどれか。なお、池⾕さんは個⼈事業の開

業年分（２０２２年）において、⾞両の減価償却⽅法として定率法を選定しており、この⾃動⾞

を２０２４年１２⽉末まで引き続き事業の⽤に供するものとする。また、償却保証額は考慮しな

いものとし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が⽣じる場合は切り上げること。

＜資料＞

1． ７０１,４００円

2． ９３２,８６７円

3． １,１６５,７３４円

4． １,３９８,６００円

問１７

会社員の倉⽥さんは、２０２４年６⽉末に勤務先を退職した。倉⽥さんの退職に係るデータが下

記＜資料＞のとおりである場合、倉⽥さんの退職⼀時⾦に係る退職所得の⾦額を計算しなさい。

なお、倉⽥さんは、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出しており、勤務先の役員であ

ったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、解答に

当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。
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問１８

公的年⾦等に係る雑所得の取扱い等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1． 公的年⾦等控除額は、公的年⾦等に係る雑所得以外の合計所得⾦額にかかわらず、公的年⾦

等の収⼊⾦額の合計額に応じて計算される。

2． 公的年⾦等の収⼊⾦額が４００万円以下であり、かつ、その公的年⾦等の全部が源泉徴収の

対象となる場合において、公的年⾦等に係る雑所得以外の所得⾦額の合計が２０万円以下で

あるときは、所得税の確定申告は不要である。

3． 公的年⾦等に係る雑所得の⾦額の計算は、「公的年⾦等の収⼊⾦額-公的年⾦等控除額」により

計算するが、公的年⾦等控除額は、受給者の年齢が７０歳以上か７０歳未満かにより、控除

額が異なる。

4． 公的年⾦等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の⾦額に⾚字が

⽣じた場合、その⾚字の⾦額と公的年⾦等に係る雑所得の⾦額を通算し、雑所得の⾦額を計

算することができる。

問１９

所得税に関する次の記述の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、そ

の番号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

所得税の確定申告をしなければならない納税者について、毎年１⽉１⽇から１２⽉３１⽇

までの所得に係る所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年（ ア ）から３

⽉１５⽇までである。

確定申告をする義務はないが、確定申告をすれば所得税が還付される納税者は、還付申告

をする年分の翌年（ イ ）から（ ウ ）間に還付申告をした場合、還付を受けること

ができる。

⻘⾊申告を選択している納税者で、その年において損益通算しても、なお控除しきれなか

った損失の⾦額がある場合（純損失の⾦額がある場合）、その年の翌年以後、原則として最

⻑（ エ ）間にわたり、損失の繰り越しをすることができる。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

１.   １⽉１⽇ ２.   ２⽉１⽇ ３.   ２⽉１６⽇ ４.   ３⽉１５⽇ ５.   １年

６.   ３年 ７.   ５年 ８.   ７年

〈語句群〉
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【第６問】 下記の（問２０）〜（問２３）について解答しなさい。

問２０

下記の相続事例（２０２４年７⽉３０⽇相続開始）における相続税の課税価格の合計額として、

正しいものはどれか。なお、記載のない事項については⼀切考慮しないものとする。

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞

⼟地：４,０００万円（⼩規模宅地等の特例適⽤後：８００万円）

建物：２００万円

現預⾦：３,０００万円

死亡保険⾦：３,０００万円（⽣命保険⾦等の⾮課税限度額控除前）

債務および葬式費⽤：２００万円

＜親族関係図＞

1． ５,３００万円

2． ５,５００万円

3． ６,８００万円

4． ８,５００万円

2級実技（資産設計提案業務 2024.9）2024/10/1法令対応版

⼟地は、「⼩規模宅地等の特例」の適⽤対象となる要件はすべて満たしており、その適⽤を

受けるものとする。

※

死亡保険⾦は、すべて配偶者が受け取っている。※

すべての相続⼈は、相続により財産を取得している。※

被相続⼈の相続開始前に被相続⼈からの贈与により財産を取得した相続⼈はおらず、相続

時精算課税制度を選択した相続⼈もいない。また、相続を放棄した者もいない。

※

債務および葬式費⽤はすべて配偶者が負担している。※
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問２１

⽊内さんは、⽗の相続開始後の⼿続き等について、ＦＰで税理⼠でもある⾼倉さんに質問をし

た。下記の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解

答欄に記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

「相続税がかかりそうです。相続税の申告書は、いつまでに提出する必要があり

ますか。また、準確定申告をしなければならない場合の提出期限を教えてくださ

い。」

「相続税の申告書は、相続⼈等が、その相続の開始があったことを知った⽇の翌

⽇から、原則として、（ ア ）以内に提出しなければなりません。また、所得税

の準確定申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った⽇の翌⽇から、

原則として、（ イ ）以内です。」

「相続⼈は、相続放棄をすることができると聞きました。いつまでにどのような

⼿続きを⾏う必要がありますか。」

「相続⼈は、⾃⼰のために相続の開始があったことを知った時から、原則とし

て、（ ウ ）以内に、（ エ ）にその旨を申述しなければなりません。」

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

⽊内さん：

⾼倉さん：

⽊内さん：

⾼倉さん：

１.   １ヵ⽉ ２.   ３ヵ⽉ ３.   ４ヵ⽉ ４.   １０ヵ⽉ ５.   １年 ６.   地⽅裁判所

７.   簡易裁判所 ８.   家庭裁判所

〈語句群〉
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問２２

下記＜親族関係図＞の場合において、⺠法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の

記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号の

みを解答欄に記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

＜親族関係図＞

[各相続⼈の法定相続分および遺留分]

被相続⼈の弟の法定相続分は（ ア ）である。

被相続⼈の甥の法定相続分は（ イ ）である。

被相続⼈の配偶者の遺留分は（ ウ ）である。
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１.   ゼロ ２.   １／２ ３.   １／３ ４.   １／４ ５.   １／８ ６.   ２／３

７.   ３／４ ８.   １／１２ ９.   １／１６

〈語句群〉
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問２３

下記＜資料＞の宅地（貸家建付地）に係る路線価⽅式による相続税評価額の計算式として、正し

いものはどれか。なお、記載のない事項については⼀切考慮しないものとする。

＜資料＞

1． ３５０,０００円×１.００×３００㎡

2． ３５０,０００円×１.００×３００㎡×７０％

3． ３５０,０００円×１.００×３００㎡×(１－７０％)

4． ３５０,０００円×１.００×３００㎡×(１－７０％×３０％×１００％)

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

奥⾏価格補正率 １.００(注1)

借地権割合 ７０％(注2)

借家権割合 ３０％(注3)

この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在すべて賃貸中と

なっている。

(注4)
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【第７問】 下記の（問２４）〜（問２６）について解答しなさい。

問２４

露⽊家のキャッシュフロー表の空欄（ア）にあてはまる数値を計算しなさい。なお、計算過程に

おいては端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。
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＜露⽊家の家族データ＞

＜露⽊家のキャッシュフロー表＞（単位：万円）

《設 例》

年齢および⾦融資産残⾼は各年１２⽉３１⽇現在のものとする。※

給与収⼊は可処分所得で記載している。※

記載されている数値は正しいものとする。また、問題作成の都合上、⼀部を空欄としてい

る。

※



問２５

露⽊家のキャッシュフロー表の空欄（イ）にあてはまる数値を計算しなさい。なお、計算過程に

おいては端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。

問２６

パーソナルファイナンスにおいては、ローンや消費⽣活に関する知識が必要である。クレジット

カードの利⽤等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1． リボルビング払いの残⾼スライド⽅式は、⽀払残⾼があらかじめ決められた額を超えるごと

に毎⽉の返済額を減額する⽀払⽅法である。

2． カードローンとクレジットカードのキャッシング機能を⽐較した場合、⼀般的にクレジット

カードのキャッシング機能の⽅が⾦利は低い。

3． カードローンの⾦利に適⽤される利息制限法では、借⼊元本の額が１０万円未満、１０万円

以上１００万円未満、１００万円以上の場合で、それぞれ⾦利の上限が異なる。

4． クレジットカードのフリーローンは、⼀般的に事業資⾦として使うことが認められている。
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【第８問】 下記の（問２７）〜（問２９）について解答しなさい。
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下記の係数早⾒表を乗算で使⽤し、各問について計算しなさい。なお、税⾦は⼀切考慮しない

ものとし、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

［係数早⾒表（年利率１.０％）］

《設 例》

記載されている数値は正しいものとする。※



問２７

岡さんは、契約していた養⽼保険の満期保険⾦２５０万円を受け取った。これを、５年間、年利

１.０％で複利運⽤した場合、５年後の合計額はいくらになるか。

問２８

増⽥さんは、現在居住している住宅のリフォーム資⾦の準備として毎年年末に３０万円ずつ新た

に積み⽴てようと考えている。１０年間、年利１.０％で複利運⽤しながら積み⽴てた場合、１０

年後の合計額はいくらになるか。

問２９

⼤久保さんは、⼦どもの⼤学⼊学資⾦として、９年後に１２０万円を⽤意したいと考えている。

年利１.０％で複利運⽤しながら毎年年末に⼀定額を積み⽴てる場合、毎年いくらずつ積み⽴てれ

ばよいか。
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【第９問】 下記の（問３０）〜（問３５）について解答しなさい。
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安⻄真治さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。真治さんと妻の亜紀さんは、今後の資産

形成や家計の⾒直しなどについて、ＦＰで税理⼠でもある加瀬さんに相談をした。なお、下記

のデータはいずれも２０２４年９⽉１⽇現在のものである。

［家族構成］

［収⼊⾦額（２０２３年）］

真治さん：給与収⼊４８０万円（⼿取り額）。給与収⼊以外の収⼊はない。

亜紀さん：給与収⼊３７０万円（⼿取り額）。給与収⼊以外の収⼊はない。

［⾃宅］

賃貸マンションに居住しており、家賃は⽉額９万円（管理費込み）である。

マイホームとしてマンションを購⼊する予定である。

［⾦融資産（時価）］

真治さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：２６０万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：４２０万円

 上場株式：１２０万円

 投資信託：２４０万円

 企業型確定拠出年⾦：１７０万円

亜紀さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：４００万円

 銀⾏預⾦（外貨預⾦）：１８０万円

 投資信託：１４０万円

 個⼈型確定拠出年⾦：８０万円

［負債］

真治さんと亜紀さんに負債はない。

［保険］

《設 例》



問３０

亜紀さんは個⼈向け国債（変動１０年）の購⼊を検討しており、ＦＰの加瀬さんに質問をした。

個⼈向け国債（変動１０年）に関する加瀬さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1． 「適⽤利率は、実勢⾦利の動きに応じて、１年ごとに⾒直されます。」

2． 「適⽤利率には、年率０.０５％の下限が設けられています。」

3． 「発⾏から１年経過すれば、原則として、いつでも⼀部または全部を中途換⾦することがで

きます。」

4． 「中途換⾦する場合の換⾦額は、原則として、額⾯⾦額と経過利⼦相当額の合計額から中途

換⾦調整額が差し引かれますが、中途換⾦調整額は直前２回分の各利⼦（税引前）相当額を

基に算出されます。」
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保険⾦額１,０００万円。保険契約者は真治さんの勤務先、保険加⼊者（保

険料負担者）および被保険者は真治さんである。

年⾦⽉額１５万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は真治さ

ん、年⾦受取⼈は亜紀さんである。

［その他］

上記以外の情報については、各設問において特に指⽰のない限り⼀切考慮しないこと。

・団体定期保険Ａ：

・収⼊保障保険Ｂ：



問３１

真治さんは企業型確定拠出年⾦に加⼊し、亜紀さんは個⼈型確定拠出年⾦（ｉＤｅＣｏ）に加⼊

している。それぞれの制度に関する下表の空欄（ア）〜（エ）に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。

1． 空欄（ア）にあてはまる語句は、「事業主の拠出額を超えてはならない」である。

2． 空欄（イ）にあてはまる数値は、「２３,０００」である。

3． 空欄（ウ）にあてはまる語句は、「個⼈年⾦保険料控除」である。

4． 空欄（エ）にあてはまる語句は、「事業主」である。
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問３２

安⻄さん夫婦はマンション購⼊に当たり、住宅ローンの年間元利合計返済額を世帯の⼿取り年収

の２０％以内に抑えたいと考えている。下記＜資料＞に基づき、住宅ローンの借⼊可能額を計算

しなさい。なお、記載のない事項については⼀切考慮しないものとし、計算に当たっては、毎⽉

の返済額は円未満を切り捨て、計算結果は万円未満を切り捨てること。また、解答に当たって

は、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

＜資料＞

[住宅ローンの条件]

適⽤⾦利年２.５％（全期間固定）、返済期間２５年（返済回数３００回）、元利均等返済のみ

（ボーナス返済なし）

[借⼊額１００万円当たりの毎⽉の元利合計返済額早⾒表]

全期間固定⾦利、元利均等返済（ボーナス返済なし）の場合 （単位：円）
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記載されている数値は正しいものとする。※
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問３３

真治さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、真治さんは

全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者である。また、健康保険料の計算に当

たっては、下記＜資料＞に基づくこと。

＜資料＞

[真治さんに関するデータ]

毎⽉の給与：基本給３００,０００円、通勤⼿当１５,０００円

賞与：１回につき８００,０００円（年２回⽀給）

[標準報酬⽉額]

[健康保険の保険料率]

介護保険第２号被保険者に該当しない場合：１０.００％（労使合計）

介護保険第２号被保険者に該当する場合：１１.６０％（労使合計）

1． 毎⽉の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は１８,５６０円である。

2． 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

3． 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

4． 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。
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問３４

亜紀さんは、真治さんが死亡した場合の公的年⾦の遺族給付について、ＦＰの加瀬さんに質問を

した。真治さんが２０２４年９⽉に３７歳で在職中に死亡した場合、真治さんの死亡時点におい

て亜紀さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはま

る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、真治さんは、

⼤学卒業後の２２歳から死亡時まで継続して厚⽣年⾦保険に加⼊しているものとする。また、家

族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとす

る。

「真治さんが２０２４年９⽉に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年⾦と遺族厚⽣年⾦が

⽀給されます。亜紀さんに⽀給される遺族基礎年⾦の額は、⽼齢基礎年⾦の満額に相当する

額に涼さんと華さんを対象とする⼦の加算額を加えた額です。華さんが（ ア ）を経過す

ると遺族基礎年⾦は⽀給されなくなります。

また、遺族厚⽣年⾦の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく⽼齢厚⽣年⾦の

報酬⽐例部分に相当する額の（ イ ）相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚⽣年⾦

は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が（ ウ ）に満たない場合は（

ウ ）として計算されます。」
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１.   １８歳の誕⽣⽇ ２.   １８歳到達年度の初⽇ ３.   １８歳到達年度の末⽇

４.   ２分の１ ５.   ３分の２ ６.   ４分の３ ７.   ２４０⽉ ８.   ３００⽉

９.   ３６０⽉

〈語句群〉
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問３５

真治さんは、現在の勤務先を退職した場合に受給することができる雇⽤保険の基本⼿当について

ＦＰの加瀬さんに質問をした。雇⽤保険の基本⼿当に関する次の（ア）〜（エ）の記述につい

て、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。なお、雇⽤保険の基本⼿当

の受給要件はすべて満たしているものとする。また、真治さんは障害者等の就職困難者には該当

せず、個別延⻑給付等の記載のない事項については⼀切考慮しないものとする。

「会社都合による退職の場合、（ ａ ）の経過後、基本⼿当が⽀給されます。また、本⼈の

責めに帰すべき重⼤な理由による解雇の場合の給付制限期間は、（ ｂ ）です。なお、正当

な理由のない⾃⼰都合により退職した場合であっても、（ ｃ ）までは、給付制限期間が（

ｄ ）となります。」

(ア) 空欄（ａ）にあてはまる語句は、「７⽇間の待期期間および１ヵ⽉間の給付制限期間」であ

る。

(イ) 空欄（ｂ）にあてはまる語句は、「最⻑３ヵ⽉間」である。

(ウ) 空欄（ｃ）にあてはまる語句は、「４年間のうち２回」である。

(エ) 空欄（ｄ）にあてはまる語句は、「２ヵ⽉間」である。
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【第１０問】 下記の（問３６）〜（問４０）について解答しなさい。
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⼩売業（宇野商店）を営む⾃営業者（⻘⾊申告者）の宇野裕介さんは、今後の⽣活や事業など

に関して、ＦＰで税理⼠でもある⻘⼭さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２４年９

⽉１⽇現在のものである。

Ⅰ．家族構成（同居家族）

Ⅱ．宇野家の親族関係図

Ⅲ．宇野家（裕介さんと倫⼦さん）の財産の状況

［資料１：保有資産（時価）]（単位：万円）

［資料２：負債残⾼]

住宅ローン：６２０万円（債務者は裕介さん。団体信⽤⽣命保険が付保されている）

事業⽤借⼊：１,３１０万円（債務者は裕介さん）

賃貸アパートの敷⾦：３０万円

《設 例》

倫⼦さんは、⻘⾊事業専従者として裕介さんの事業に従事している。(注1)



問３６

ＦＰの⻘⼭さんは、まず２０２４年９⽉１⽇現在における宇野家（裕介さんと倫⼦さん）のバラ

ンスシート分析を⾏うこととした。下表の空欄（ア）にあてはまる数値を計算しなさい。
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［資料３：⽣命保険]（単位：万円）

Ⅳ．その他

上記以外の情報については、各設問において特に指⽰のない限り⼀切考慮しないこと。また、

復興特別所得税については考慮しないこと。

解約返戻⾦相当額は、２０２４年９⽉１⽇現在で解約した場合の⾦額である。※

終⾝保険Ｂには、主契約とは別に保険⾦額３００万円の災害割増特約が付保されている。※

すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。※

契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。※



問３７

裕介さんは、現在加⼊している⽣命保険で⼗分な保障を得られているか不安を感じている。そこ

で、⾃⾝が死亡した場合に⽀払われる死亡保険⾦で負債（賃貸アパートの敷⾦を除く）を全額返

済した後、⾦融資産（現⾦・預貯⾦、株式・投資信託および⽣命保険の解約返戻⾦相当額）がい

くら残るのかについて、ＦＰの⻘⼭さんに試算してもらった。この試算に関する⻘⼭さんの次の

説明の空欄（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保有している株式・投

資信託および解約返戻⾦相当額は２０２４年９⽉１⽇時点における時価で計算すること。また、

税⾦などの記載のない事項については⼀切考慮しないものとする。

「現時点（２０２４年９⽉１⽇時点）で裕介さんが、がんにより死亡した場合、裕介さんの

死亡により⽀払われる死亡保険⾦と宇野家（裕介さんと倫⼦さん）が保有する現⾦・預貯

⾦、株式・投資信託および⽣命保険の解約返戻⾦相当額の合計額から、賃貸アパートの敷⾦

以外の返済すべき負債返済後の⾦額は（ ア ）になります。」

1． ４,２８０万円

2． ４,８８０万円

3． ４,９００万円

4． ５,２００万円
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問３８

裕介さんの２０２３年分の所得等の明細は下記＜資料＞のとおりである。下記＜資料＞に基づく

＜確定申告書＞の空欄（ア）にあてはまる数値として、正しいものはどれか。なお、裕介さんに

は下記以外に申告すべき所得はないものとし、記載のない事項は⼀切考慮しないものとする。ま

た、問題作成の都合上、⼀部を「＊＊＊」にしてある。

1． ７,４４０,０００

2． ７,６９０,０００

3． ７,８４０,０００

4． ８,３４０,０００
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問３９

倫⼦さんは、６０歳になった後も国⺠年⾦に任意加⼊し、６５歳まで保険料の納付を続けようと

考えている。倫⼦さんの公的年⾦の加⼊歴（⾒込みを含む）が下記＜資料＞のとおりである場

合、倫⼦さんに６５歳から⽀給される⽼齢基礎年⾦（付加年⾦を含む）の額として、正しいもの

はどれか。なお、計算に当たっては、下記＜資料＞に基づくものとし、計算過程および⽼齢基礎

年⾦の額について、円未満の端数が⽣じた場合には、円未満を四捨五⼊するものとする。

＜資料＞

[倫⼦さんの公的年⾦の加⼊歴（⾒込みを含む）]

[その他]

⽼齢基礎年⾦の額（満額）：８１６,０００円

倫⼦さんの加⼊可能年数：４０年

1． ７０９,６６７円

2． ７５７,４６７円

3． ７９２,４００円

4． ８４０,２００円
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国⺠年⾦の保険料未納期間1

国⺠年⾦の第２号被保険者期間2

国⺠年⾦の保険料未納期間3

国⺠年⾦の第１号被保険者としての保険料納付済期間4

国⺠年⾦の第１号被保険者としての保険料納付済期間＋付加保険料の納付期間5

国⺠年⾦の任意加⼊被保険者としての保険料納付済期間＋付加保険料の納付期間6

これ以外に保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。※
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問４０

裕介さんは２０２４年７⽉、ＨＡ病院に１５⽇間⼊院した。裕介さんの２０２４年７⽉の１ヵ⽉

間における医療費等の状況が下記＜資料＞のとおりである場合、下記＜資料＞に基づく⾼額療養

費として⽀給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国⺠健康保険の被保険者

であり、「限度額適⽤認定証」の提⽰はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含

め、同⽉中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。

1． ７４,８２０円

2． １５７,１８０円

3． ２７７,８２０円

4． ３６０,１８０円

2級実技（資産設計提案業務 2024.9）2024/10/1法令対応版－37－



《模範解答》

問番号 解答

問1 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

問2 1

問3 4

問4 2

問5 1,445,800(円)

問6 (ア) 5 (イ) 9 (ウ) 6 (エ) 2

問7 130(㎡)

問8 (ア) 3 (イ) 4 (ウ) 6 (エ) 9

問9 2

問10 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 6 (エ) 1

問11 3

問12 (ア) 3,840(万円) (イ) 170(万円)

(ウ) 424(万円)

問13 3

問14 3

問15 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 6 (エ) 7

問16 3

問17 515(万円)

問18 2

問19 (ア) 3 (イ) 1 (ウ) 7 (エ) 6

問20 1

問番号 解答

問21 (ア) 4 (イ) 3 (ウ) 2 (エ) 8

問22 (ア) 5 (イ) 9 (ウ) 2

問23 4

問24 338(万円)

問25 793(万円)

問26 3

問27 2,627,500(円)

問28 3,138,600(円)

問29 128,400(円)

問30 1

問31 3

問32 3,157(万円)

問33 3

問34 (ア) 3 (イ) 6 (ウ) 8

問35 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○

問36 8,090(万円)

問37 3

問38 1

問39 3

問40 2
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